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両国駅周辺における自転車駐車場の整備等について 

 

１ 両国駅周辺の整備 

（１）目的 

両国地区における通勤・通学者の自転車駐車需要に対応するため、自転車駐

車場を整備する。 

 

（２）新たに整備する自転車駐車場 

名    称 
（仮称）両国駅西口臨時 

自転車駐車場（整備図①） 

（仮称）両国駅線路沿 

自転車駐車場（整備図②） 

所  在  地 墨田区横網一丁目２番先 墨田区緑一丁目２４番先 

種    別 第 1 種特定自転車駐車場 第 1 種特定自転車駐車場 

収容予定台数 ６００台 ２００台 

供 用 開 始 日 令和 4 年 4 月 1 日（予定） 令和 4 年 4 月 1 日（予定） 

 

（３）その他 

  ア 両国駅東口臨時自転車駐車場（整備図③） 

    両国第一児童遊園に設置している両国駅東口臨時自転車駐車場は、オリン

ピック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、令和４年３月末まで設置を

継続する。 

  イ 両国駅東口自転車駐車場（整備図④） 

    区道の無電柱化に伴う道路整備は完了したが、歩行者空間確保のため再設

置は行わない。 

 

 

２ 区立公園内の自転車駐車場等の取扱い 

（１）理由 

公園内の自転車駐車場等は、放置自転車が社会的な問題となったことから一

時的な措置として設置してきたが、現状の区内人口、自転車駐車場の需要等を

総合的に勘案し、今後は、公園に設置する占用物件として取り扱うよう規定を

整備する。 

 

（２）手続 

自立支援センターを公園占用物件としている現行の「墨田区立竪川第一公園

における仮設の施設の占用に関する条例」を全部改正することとし、令和３年

度 6 月議会への上程を予定する。 

 

（３）対象予定 

   銅 像 堀 公 園：銅像堀自転車保管所 

   吾 妻 橋 公 園：本所吾妻橋駅西臨時自転車駐車場 

   隅 田 川 緑 道 公 園：両国駅西口自転車駐車場、（仮称）両国駅西口臨時自転 

車駐車場、厩橋自転車保管所  

   両国第一児童遊園：両国駅東口臨時自転車駐車場 

 



 

両国駅周辺の自転車駐車場整備図
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